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<取扱い>

河川護岸崩落に伴う国道４２号の通行規制（終報）
～９月７日(木)１１時 片側交互通行を解除します～

　　国道４２号東牟婁郡太地町森浦地内にて護岸崩落により片側交互通行を行って
　おりましたが、応急復旧作業が完了したため、９月７日（木）１１時００分に片側交互
　通行を解除しました。
　　ただし、当該箇所「下り車線側（串本方面行き）」では、路肩規制を実施しているため
　走行時は注意をお願いします。
　　道路を利用される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い
  します。

　◇片側交互通行規制解除区間
　
　　　国道４２号　和歌山県東牟婁郡太地町森浦地内

　◇片側交互通行規制解除時間

　　　令和５年９月７日（木）　１１時００分

　◇その他

　　  今後、恒久対策を実施する予定としており、通行規制を実施する場合があります。

　　道路を利用される皆様には、引き続きご理解とご協力をお願いします。

<配布場所>

　和歌山県政記者クラブ
　和歌山県政放送記者クラブ
　和歌山県地方新聞記者クラブ
　近畿建設記者クラブ

田辺記者クラブ
新宮記者クラブ
新宮中央記者クラブ
大手前記者クラブ
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● 復旧状況

● 応急対策後

路肩規制中は車線が狭くなっているので走行時はご注意願います！
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